
JP 2018-73045 A 2018.5.10

10

(57)【要約】
【課題】顧客の運用方針をできるだけ反映した資産運用
を容易に行うこと。
【解決手段】本発明の金融資産管理方法は、第１金融資
産から第２金融資産にシフトするときの交換レートに関
する条件を条件記憶領域に登録する条件登録部と、預け
入れされた金融資産に応じた第１金融資産を資産記憶領
域に記録する資産記録部と、第１金融資産が記録されて
から第１設定時間が経過したときにおける第１金融資産
から第２金融資産にシフトするための交換レートが、条
件を満たしているか否かを判定し、条件が満たされてい
ない場合には条件が満たされるまで第１設定時間が経過
する度に条件が満たされているか否かを再び判定する判
定部と、を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１金融資産から第２金融資産にシフトするときの交換レートに関する条件を条件記憶
領域に登録する条件登録部と、
　預け入れされた金融資産に応じた第１金融資産を資産記憶領域に記録する資産記録部と
、
　前記第１金融資産が記録されてから第１設定時間が経過したときにおける前記第１金融
資産から第２金融資産にシフトするための交換レートが、前記条件を満たしているか否か
を判定し、前記条件が満たされていない場合には前記条件が満たされるまで前記第１設定
時間が経過する度に前記条件が満たされているか否かを再び判定する判定部と、
　を含む、金融資産管理システム。
【請求項２】
　前記判定部において前記条件が満たされていると判定された場合には、前記資産記憶領
域に記録された前記第１金融資産を前記第２金融資産にシフトする第１シフト部をさらに
含む、請求項１に記載の金融資産管理システム。
【請求項３】
　前記資産記憶領域の記録が前記第１金融資産から前記第２金融資産にシフトされてから
第２設定時間が経過すると、前記資産記憶領域に記録された前記第２金融資産を前記第１
金融資産にシフトする第２シフト部をさらに含む、請求項２に記載の金融資産管理システ
ム。
【請求項４】
　前記判定部による判定は、前記金融資産が預け入れされてから第３設定時間が経過する
までは、前記第２シフト部によって前記資産記憶領域に前記第１金融資産が記録された場
合においても実行される、請求項３に記載の金融資産管理システム。
【請求項５】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、
　前記第２シフト部は、前記第２金融資産を前記第１金融資産にシフトするときに、前記
複数種類の金融資産に対応するインカムゲインに基づいて前記第１金融資産とする金融資
産の種類を選択する、請求項３または請求項４に記載の金融資産管理システム。
【請求項６】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、
　前記条件を満たさない場合に、前記複数種類の金融資産のそれぞれに対応するインカム
ゲインに基づいていずれかの種類の金融資産を選択し、選択した種類の金融資産に前記第
１金融資産を変更する変更部をさらに含む、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の金
融資産管理システム。
【請求項７】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、
　前記第１金融資産の種類に対して、所定の条件を満たすインカムゲインに対応する金融
資産の種類が存在する場合に、当該所定の条件を満たす金融資産の種類に前記第１金融資
産を変更する変更部をさらに含む、請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の金融資産管
理システム。
【請求項８】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、
　前記条件には、前記第１金融資産の種類に対応するインカムゲインに関する条件がさら
に含まれる、請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の金融資産管理システム。
【請求項９】
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　金融資産に対応するインカムゲインに関する条件を条件記憶領域に登録する条件登録部
と、
　預け入れされた金融資産に応じた第１金融資産を資産記憶領域に記録する資産記録部と
、
　所定時間毎に、複数種類の金融資産のインカムゲインのうち前記第１金融資産に対応す
るインカムゲインに対して前記条件を満たす金融資産の種類が存在するか否かを判定する
判定部と、
　前記条件を満たすインカムゲインに対応する金融資産が存在する場合に、当該条件を満
たす金融資産の種類に前記第１金融資産の種類を変更する変更部を含む、金融資産管理シ
ステム。
【請求項１０】
　前記金融資産の種類は通貨の種類であり、
　前記インカムゲインは金利である、請求項５乃至請求項９のいずれかに記載の金融資産
管理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金融資産を管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金融資産を管理、運用する際に外貨を購入して預金等で運用する場合がある。運用の方
法は様々であり、その方法によっては人的作業では運用が難しいこともある。例えば、為
替先物取引における運用を実現することができる外貨運用支援システムが、特許文献１に
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１５０７８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、為替差益を期待した運用の場合には、運用方法の一例として外貨定期預金が
ある。一般的には、外貨預金は預入期間の途中で通貨の見直しができない。そのため、顧
客が考えていた運用方針に従うと、一度円貨に戻すべき情勢の変化（為替の変動など）が
生じたとしても、その対応をとることができなかった。
【０００５】
　本発明の目的の一つは、顧客の運用方針をできるだけ反映した資産運用を容易に行うこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態によると、第１金融資産から第２金融資産にシフトするときの交換
レートに関する条件を条件記憶領域に登録する条件登録部と、預け入れされた金融資産に
応じた第１金融資産を資産記憶領域に記録する資産記録部と、前記第１金融資産が記録さ
れてから第１設定時間が経過したときにおける前記第１金融資産から第２金融資産にシフ
トするための交換レートが、前記条件を満たしているか否かを判定し、前記条件が満たさ
れていない場合には前記条件が満たされるまで前記第１設定時間が経過する度に前記条件
が満たされているか否かを再び判定する判定部と、を含む、金融資産管理システムが提供
される。
【０００７】
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　前記判定部において前記条件が満たされていると判定された場合には、前記資産記憶領
域に記録された前記第１金融資産を前記第２金融資産にシフトする第１シフト部をさらに
含んでもよい。
【０００８】
　前記資産記憶領域の記録が前記第１金融資産から前記第２金融資産にシフトされてから
第２設定時間が経過すると、前記資産記憶領域に記録された前記第２金融資産を前記第１
金融資産にシフトする第２シフト部をさらに含んでもよい。
【０００９】
　前記判定部による判定は、前記金融資産が預け入れされてから第３設定時間が経過する
までは、前記第２シフト部によって前記資産記憶領域に前記第１金融資産が記録された場
合においても実行されてもよい。
【００１０】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、前記第２シフト部は、前記第２金融資産を前記第１
金融資産にシフトするときに、前記複数種類の金融資産に対応するインカムゲインに基づ
いて前記第１金融資産とする金融資産の種類を選択してもよい。
【００１１】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、前記条件を満たさない場合に、前記複数種類の金融
資産のそれぞれに対応するインカムゲインに基づいていずれかの種類の金融資産を選択し
、選択した種類の金融資産に前記第１金融資産を変更する変更部をさらに含んでもよい。
【００１２】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、前記第１金融資産の種類に対して、所定の条件を満
たすインカムゲインに対応する金融資産の種類が存在する場合に、当該所定の条件を満た
す金融資産の種類に前記第１金融資産を変更する変更部をさらに含んでもよい。
【００１３】
　前記第１金融資産は、それぞれインカムゲインが決められた複数種類の金融資産から選
択された一の種類の金融資産であり、前記条件には、前記第１金融資産の種類に対応する
インカムゲインに関する条件がさらに含まれてもよい。
【００１４】
　また、本発明の一実施形態によると、金融資産に対応するインカムゲインに関する条件
を条件記憶領域に登録する条件登録部と、預け入れされた金融資産に応じた第１金融資産
を資産記憶領域に記録する資産記録部と、所定時間毎に、複数種類の金融資産のインカム
ゲインのうち前記第１金融資産に対応するインカムゲインに対して前記条件を満たす金融
資産の種類が存在するか否かを判定する判定部と、前記条件を満たすインカムゲインに対
応する金融資産が存在する場合に、当該条件を満たす金融資産の種類に前記第１金融資産
の種類を変更する変更部を含む、金融資産管理システムが提供される。
【００１５】
　前記金融資産の種類は通貨の種類であり、前記インカムゲインは金利であってもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の一実施形態によれば、顧客の運用方針をできるだけ反映した資産運用を容易に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態におけるシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態における資産管理情報の例を示す図である。
【図３】本発明の第１実施形態における金融資産管理方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１実施形態における資産運用設定画面を説明する図である。
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【図５】本発明の第１実施形態におけるシフト処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１実施形態における資産運用例を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態における金融資産管理システムの機能構成を説明する図で
ある。
【図８】本発明の第２実施形態における金利監視処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態におけるシステムについて、図面を参照しながら詳細に説明
する。以下に示す実施形態は本発明の実施形態の一例であって、本発明はこれらの実施形
態に限定されるものではない。
【００１９】
＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態におけるシステムについて、図面を参照しながら詳細に説明する
。
【００２０】
［金融システムの構成］
　図１は、本発明の第１実施形態におけるシステムの構成を示すブロック図である。金融
資産管理システム１は、管理サーバ１０、および管理サーバ１０に接続された顧客データ
ベース５０を含む。管理サーバ１０は、取引サーバ７０と接続している。管理サーバ１０
は、インターネット、通信回線などのネットワークＮＷを介して通信端末８０と情報の送
受信を行う。通信端末８０は、スマートフォンである。なお、通信端末８０は、ネットワ
ークＮＷに接続して他の装置と通信可能な携帯端末であればよく、例えば、携帯電話、ノ
ートパソコン、デスクトップパソコン等であってもよい。取引サーバ７０は、為替取引等
の各種金融取引を行うためのサーバである。
【００２１】
　金融資産管理システム１は、顧客から預け入れられた金融資産を管理および運用する。
この例では、円貨で預け入れられた金融資産を外貨として運用する。このとき、運用方針
が、通信端末８０を介して運用方針が設定される。金融資産管理システム１は、この運用
方針によって、外貨資産を一時的に円貨資産にシフトしたり、外貨の種類（ＵＳＤ、ＥＵ
Ｒ等）を変更したりして運用する。管理サーバ１０は、このような運用を行うための処理
を実行するためのサーバである。
【００２２】
　管理サーバ１０は、制御部１１および通信モジュール１３を有する。制御部１１は、Ｃ
ＰＵなどの演算処理回路、不揮発性メモリ、ハードディスクなどの記憶装置を有し、記憶
装置に記憶されたプログラムをＣＰＵにより実行して、各種機能を管理サーバ１０におい
て実現させる。制御部１１が有する記憶装置は、プログラムを記録した記録媒体の一例と
もいえる。通信モジュール１３は、制御部１１の制御により、ネットワークＮＷと接続し
て、ネットワークＮＷに接続された通信端末８０など、他の装置と情報の送受信を行う。
【００２３】
　なお、制御部１１において実行されるプログラムは、磁気記録媒体、光記録媒体、光磁
気記録媒体、半導体メモリなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶した状態で
提供されてもよい。この場合には、管理サーバ１０は、記録媒体を読み取る装置を備えて
いればよい。また、各プログラムは、ネットワークＮＷ経由でダウンロードされてもよい
。
【００２４】
　顧客データベース５０は、顧客から預け入れられた金融資産を記憶する。また、顧客デ
ータベース５０は、設定された運用方針に関する情報も記憶する。データベースに登録さ
れた情報を、以下の説明では資産管理情報という。
【００２５】
　図２は、本発明の第１実施形態における資産管理情報の例を示す図である。資産管理情
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報は、顧客ＩＤに対して、金融資産情報、預入日、期間、交換日、レート、交換条件、金
利優先の有無が関連付けられた情報である。金融資産情報は、円貨資産（第２金融資産）
、外貨資産（第１金融資産）および外貨の種類を示す情報である。外貨の種類は、アメリ
カドル（ＵＳＤ）、ユーロ（ＥＵＲ）等の区別をする情報である。
【００２６】
　預入日は、円貨資産を預け入れて運用を開始した日である。期間は、預け入れた金融資
産を運用する期間（例えば「５Ｙ」は５年を示す）である。交換日は、円貨資産と外貨資
産とをシフトした日である。すなわち、円貨資産にデータがある場合には、外貨資産から
円貨資産へシフトした日を示している。一方、外貨資産にデータがある場合には、円貨資
産から外貨資産へシフトした日を示している。レートは、円貨資産と外貨資産とをシフト
したときの交換レートを示している。この例では、外貨の１通貨単位に対する円貨への交
換レートが示されている。この交換レートは、ＴＴＳ（Telegraphic Transfer Selling）
に対応する値である。例えば、顧客「ｃｄ６７８９０」は、円貨を外貨（ＵＳＤ）にシフ
トしたときの交換レート（ＴＴＳ）が１０７円であることを示している。
【００２７】
　交換条件は、運用方針として設定される条件の一つであり、この例では、外貨資産を一
時的に円貨資産にシフトする処理を発生させる条件を示す。例えば、＋２％という交換条
件は、円貨資産を外貨資産にシフトしたときの交換レート（ＴＴＳ）に対して、予め決め
られた時点での交換レート（ＴＴＢ：Telegraphic Transfer Buying）により、２％以上
の為替差益が見込まれることを条件としている。例えば、ＴＴＳ＝１００円で外貨資産に
シフトした場合、ＴＴＢが１０２円以上であれば、交換条件が満たされて、外貨資産が一
時的に円貨資産にシフトされる。交換条件が満たされなければ、円貨資産へのシフトは行
われない。予め決められた時点とは、運用を見直す時期として定期的に設定されたタイミ
ングである。以下、このタイミングを中間満期（詳細は後述）の時点という場合がある。
なお、この例では、交換条件を相対値（割合）で規定していたが、絶対値（例えば、＋２
円）として定めてもよい。
【００２８】
　また、交換レートのみならず、金利による資産増加分も考慮した設定として扱ってもよ
い。例えば、交換条件が＋２％である場合、以下の場合に交換条件が満たされる。まず、
最後に外貨資産にシフトしたときの元資産（円貨資産）を資産Ａとする。その後の中間満
期時点において外貨運用における金利増加分を含めて再び円貨資産にシフトしたときの円
貨資産を資産Ｂとする。資産Ａに対して資産Ｂが２％以上の増加となる場合には、＋２％
という条件が満たされることになる。このように、交換条件には、交換レートに関する条
件に加えて通貨に対応する金利に関する条件が含まれていてもよい。
【００２９】
　金利優先設定については、外貨での運用の際に、金利が高い外貨を優先することによっ
て複数の外貨の種類での運用を認めるか否かを示している。金利優先「有り」は、金利に
基づいて（例えば、金利の高い）別の種類の外貨への変更を認める設定である。金利優先
「無し」は、別の種類の外貨への変更を認めない設定である。
【００３０】
［金融資産管理システムの動作］
　続いて、上記の金融資産管理システム１の動作を、図３を用いて説明する。
【００３１】
　図３は、本発明の第１実施形態における金融資産管理方法を示すフローチャートである
。管理サーバ１０に対して通信端末８０がアクセスをし、資産運用を申し込む処理を入力
すると、図３に示す処理を含む金融資産管理方法が実行される。まず、管理サーバ１０は
、通信端末８０に対して、運用方針の設定を受け付けて、運用方針の条件を含む資産管理
情報を顧客データベース５０に登録する処理（条件登録処理）を実行する（ステップＳ１
０１）。条件登録処理では、まず、管理サーバ１０が通信端末８０に対して、運用方針を
設定するための画面（資産運用設定画面）を提供する。これによって、通信端末８０のデ
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ィスプレイには、資産運用設定画面が表示される。
【００３２】
　図４は、本発明の第１実施形態における資産運用設定画面を説明する図である。資産運
用設定画面ＤＡは、運用方針として設定される内容を入力するための領域Ｄ１～Ｄ５を含
む。領域Ｄ１は、運用する円貨資産を設定するための領域である。領域Ｄ２は、運用期間
（資産の預入期間）を設定する領域である。領域Ｄ３は、外貨資産を一時的に円貨資産に
シフトする処理を発生させる条件を設定する領域である。領域Ｄ４は、運用の際の基準と
なる外貨の種類を設定する領域である。領域Ｄ５は、外貨での運用の際に、金利が高い外
貨を優先し、領域Ｄ４で設定した外貨の種類以外の運用（複数の外貨を用いた運用）を認
めるか否かを設定する領域である。ユーザによって、領域Ｄ１～Ｄ５への入力がされた後
に設定ボタンＢ１が操作されると、管理サーバ１０は、領域Ｄ１～Ｄ５に入力された情報
を、運用方針の設定として受け付ける。
【００３３】
　図３に戻って説明を続ける。管理サーバ１０は、通信端末８０から運用方針の設定を受
け付けて顧客データベース５０に登録すると、設定に応じて顧客からの資産を預け入れる
処理（資産預入処理）を実行する（ステップＳ１０３）。管理サーバ１０は、受け付けた
設定に基づいて、顧客データベース５０の資産管理情報に登録する。続いて、管理サーバ
１０は、預入日から予め設定された時間が経過して中間満期に到達すると、預け入れられ
た円貨資産を、取引サーバ７０を介して、領域Ｄ４で指定された種類の外貨資産にシフト
する（ステップＳ１０５）。例えば、領域Ｄ４で指定された外貨の種類がＵＳＤであれば
、管理サーバ１０は、最初の中間満期時点において、円貨資産からアメリカドルにシフト
する。
【００３４】
　管理サーバ１０は、円貨資産から外貨資産へのシフトをすると、この外貨資産を資産管
理情報に記録する処理（資産記録処理）を実行する（ステップＳ１０７）。このとき、管
理サーバ１０は、円貨資産から外貨資産へのシフトをした日（交換日）および交換レート
についても、シフト後の資産とともに登録する。以下に説明する処理において、円貨資産
から外貨資産へのシフトを行ったとき、および外貨資産から円貨資産へのシフトを行った
ときも、この登録方法は同様である。一方、外貨資産から円貨資産へのシフトを行ったと
きは、必ずしも交換レートについては登録しなくてもよい。
【００３５】
　続いて、管理サーバ１０は、預入日から設定した時間（第３設定時間）が経過して運用
期間（預入期間）が終了するまで、シフト処理を実行し（ステップＳ２００）、運用期間
が終了すると、金融資産管理方法に含まれる処理が終了する。シフト処理は、設定された
運用方針に従って、円貨資産と外貨資産とのシフトを行う処理である。シフト処理につい
て、図５を用いて説明する。
【００３６】
　図５は、本発明の第１実施形態におけるシフト処理を示すフローチャートである。シフ
ト処理が開始されると、まず、制御部１１は、中間満期までの時間を計測するための基準
日を規定するために初期化を行う（ステップＳ２０１）。制御部１１は、上記初期化を行
った後から第１設定時間が経過し、または預入期間が終了するまで待機する（ステップＳ
２１１；Ｎｏ、ステップＳ２１３；Ｎｏ）。第１設定時間は、中間満期までの時間であり
、この例では、１か月として定められている。この第１設定時間は、上述した資産運用設
定画面において、顧客が運用方針の条件の１つとして指定できるようにしてもよい。
【００３７】
　制御部１１は、第１設定時間が経過し中間満期に到達したと判定した場合（ステップＳ
２１１；Ｙｅｓ）には、外貨資産を円貨資産にシフトするときの交換レートを取引サーバ
７０から取得して、この交換レートが交換条件を満たしているか否かを判定する（ステッ
プＳ２２１）。制御部１１は、交換条件を満たすと判定した場合（ステップＳ２２１；Ｙ
ｅｓ）には、取引サーバ７０を介して外貨資産を円貨資産にシフトし（ステップＳ２２３
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）、資産管理情報に登録する（第１シフト処理）。円貨資産にシフトされる外貨資産は、
中間満期までの第１設定時間（１か月）に対応する金利により、増加されている。したが
って、外貨資産にシフトしたときの交換レート（ＴＴＳ）と、円貨資産にシフトするとき
の交換レート（ＴＴＢ）とが同一であり為替差益が存在しない場合であっても、外貨の種
類に対応する金利により資産が増加する。金利による資産増加は、いずれの期間において
も行われる。
【００３８】
　そして、制御部１１は、中間満期までの時間を計測するための初期化を行う（ステップ
Ｓ２２５）。制御部１１は、上記初期化を行った後から第２設定時間を経過し、または預
入期間が終了するまで待機する（ステップＳ２３１；Ｎｏ、ステップＳ２３３；Ｎｏ）。
第２設定時間は、第１設定時間と同じく中間満期までの時間であり、この例では、１か月
として定められている。この第２設定時間についても、上述した資産運用設定画面におい
て、顧客が運用方針の１つの条件として指定できるようにしてもよい。なお、第１設定時
間と第２設定時間とが異なっていてもよい。
【００３９】
　制御部１１は、第２設定時間が経過し中間満期に到達したと判定した場合（ステップＳ
２３１；Ｙｅｓ）には、再び、取引サーバ７０を介して円貨資産を外貨資産にシフトし（
ステップＳ２４３）、資産管理情報に登録する（第２シフト処理）。そして、制御部１１
は、ステップＳ２０１の処理に戻り、中間満期までの時間を計測するための初期化を行う
。
【００４０】
　一方、制御部１１は、ステップＳ２２１の判定において交換条件を満たさないと判定し
た場合（ステップＳ２２１；Ｎｏ）には、金利優先設定があるか否かを判定する（ステッ
プＳ２５１）。制御部１１は、金利優先設定があると判定した場合（ステップＳ２５１；
Ｙｅｓ）には、取引サーバ７０または金利を参照可能なサーバを介して、金利条件を満た
す外貨の種類があるか否かを判定する（ステップＳ２７１）。金利条件を満たす外貨とは
、現在の資産としての外貨の種類（外貨Ａ）と、その他の外貨の種類とにおいて金利を比
較し、外貨Ａの金利よりも予め決められた設定値（例えば、１％）以上高い金利を有する
外貨を示す。上述した資産運用設定画面において、顧客が運用方針の１つの条件として、
この設定値を指定できるようにしてもよい。また、上述した資産運用設定画面において、
顧客が運用方針の一つとして判定の対象となる外貨の種類、すなわち運用対象としての外
貨の種類を予め指定できるようにしてもよい。
【００４１】
　制御部１１は、金利優先設定がないと判定した場合（ステップＳ２５１；Ｎｏ）、また
は金利条件を満たす外貨の種類がないと判定した場合（ステップＳ２７１；Ｎｏ）には、
ステップＳ２０１の処理に戻り、中間満期までの時間を計測するための初期化を行う。
【００４２】
　一方、制御部１１は、金利条件を満たす外貨の種類があると判定した場合（ステップＳ
２７１；Ｙｅｓ）には、金利条件を満たす別の種類の外貨を選択して、取引サーバ７０を
介して、選択した種類の外貨に変更するように外貨資産をシフトし（ステップＳ２７３）
、資産管理情報に登録する（変更処理）。複数の種類の外貨が金利条件を満たす場合には
、所定のルール（例えば、運用対象の外貨のうち最も高い金利のもの）にしたがっていず
れかが選択される。このルールについても、上述した資産運用設定画面において、顧客が
運用方針の１つの条件として指定できるようにしてもよい。そして、制御部１１は、ステ
ップＳ２０１の処理に戻り、中間満期までの時間を計測するための初期化を行う。
【００４３】
　制御部１１は、ステップＳ２１３の判定処理またはステップＳ２３３の判定処理におい
て、預入期間が終了したと判定した場合（ステップＳ２１３；Ｙｅｓ、ステップＳ２３３
；Ｙｅｓ）には、シフト処理を終了し、そのまま、図３に示す金融資産管理方法による処
理も終了する。これにより、顧客は、設定した運用方針により運用された金融資産を受け
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取る。なお、預入期間終了後における金融資産の通貨の種類が指定されている場合には、
その通貨へのシフトが行われる。預入期間終了後に受け取る通貨の種類は、運用設定画面
において設定できるようにしてもよい。以上が、金融資産管理方法についての説明である
。
【００４４】
　続いて、上述した金融資産管理方法による金融資産の運用例について、図６を用いて説
明する。
【００４５】
　図６は、本発明の第１実施形態における資産運用例を示す図である。この例では、交換
条件は＋２％とする。まず、最初に１か月の定期預金として円貨資産が預入される（ＳＳ
１）。１か月が経過して中間満期に到達すると、そのときの交換レート（ＴＴＳ＝１００
円／１ＵＳＤ）で外貨資産（ＵＳＤ）にシフトされ、外貨の定期預金となる（ＳＳ２）。
さらに１か月が経過したときの交換レート（ＴＴＢ）は、１０５円／１ＵＳＤであった。
この場合、交換レートが＋２％以上に変化しているため交換条件を満たす。したがって、
円貨資産にシフトされ、円の定期預金となる（ＳＳ３）。
【００４６】
　さらに１か月が経過すると、そのときの交換レート（ＴＴＳ＝１０３円／１ＵＳＤ）で
外貨資産（ＵＳＤ）に外貨資産にシフトされる（ＳＳ４）。さらに１か月が経過したとき
の交換レート（ＴＴＢ）は、１０４円／１ＵＳＤであった。この場合、交換レートが＋２
％以上に変化していないため交換条件を満たさない。
【００４７】
　このとき、金利優先設定がない場合、または金利優先設定があっても金利条件を満たさ
ない場合、外貨の種類の変更は無く、そのまま１か月の定期預金が継続される（ＳＳ５）
。さらに１か月が経過したときの交換レート（ＴＴＢ）は、１３０円／１ＵＳＤであった
。この場合、交換レートが最後にシフトしたときのレートに対して、＋２％以上に変化し
ているため交換条件を満たす。したがって、円貨資産にシフトされ、円の定期預金となる
（ＳＳ６）。
【００４８】
　一方、ＳＳ４において、金利優先設定があり、金利条件を満たす外貨（この例ではＥＵ
Ｒ）が存在する場合、外貨の種類をＵＳＤからＥＵＲに変更（シフト）して、ＥＵＲの定
期預金となる（ＳＳ７）。さらに１か月が経過したときの交換レート（ＴＴＢ）は、ＥＵ
ＲからＵＳＤに換算したときの１３０円／１ＵＳＤであった。この場合、交換レートが最
後にシフトしたときのレートに対して、＋２％以上に変化しているため交換条件を満たす
。したがって、円貨資産にシフトされ、円の定期預金となる（ＳＳ８）。
【００４９】
　この例では、５か月分の運用例を示したが、設定された預入期間が終了するまでの間、
交換レートと交換条件との関係に従って、円貨資産と外貨資産とのシフトが繰り返される
。このように、上述した金融資産管理方法によれば、事前に顧客が設定した運用方針にし
たがって、円貨資産と外貨資産との間でシフトされて金融資産が運用される。したがって
、顧客は運用方針を設定すればよいため、顧客の運用方針をできるだけ反映した資産運用
を容易に行うことができる。
【００５０】
［金融資産管理システムの機能構成］
　図７は、本発明の第１実施形態における金融資産管理システムの機能構成を説明する図
である。図７に示す例では、管理サーバ１０に関する機能と、顧客データベース５０に関
する機能とを分けて記載している。なお、これらの機能は、さらに多くの装置（サーバ等
）が協働することによって分散されて処理されてもよい。また、管理サーバ１０において
顧客データベース５０の機能を有していてもよい。
【００５１】
　管理サーバ１０は、条件登録部１１０、資産記録部１３０、判定部１５０、第１シフト
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部１６０、第２シフト部１７０、および変更部１９０を含む。顧客データベース５０は、
条件記憶領域５１０および資産記憶領域５３０を含む。
【００５２】
　条件記憶領域５１０は、資産管理情報のうち、交換条件等、運用方針に係る設定を記憶
する領域である。資産記憶領域５３０は、資産管理情報のうち金融資産を記憶する領域で
ある。金融資産は、この例では円貨資産（第１金融資産）および外貨資産（第２金融資産
）に対応する。ここでいう外貨資産とは、外貨の種類によらず、円貨以外の通貨全ての資
産を示す。
【００５３】
　条件登録部１１０は、通信端末８０を介して設定された運用方針を、条件記憶領域５１
０に登録する。この処理は、図３に示すステップＳ１０１に対応する。この運用方針には
、少なくとも外貨資産から円貨資産にシフトするときの交換レートに関する条件（交換条
件）が含まれる。資産記録部１３０は、運用されている円貨資産および外貨資産を、資産
記憶領域５３０に記録する。この処理は、図３に示すステップＳ１０７対応する。
【００５４】
　判定部１５０は、外貨資産が資産記憶領域５３０に記録されてから、第１設定時間が経
過したときに円貨資産から外貨資産にシフトするための交換レートが、交換条件を満たし
ているか否かを判定する。この判定は、条件が満たされるまで第１設定時間が経過する度
に行われる。この処理は、図５に示すステップＳ２１１、２２１、２５１、２７１、２７
３に対応する。この処理は、第２シフト部１７０によるシフトによって外貨資産が資産記
憶領域５３０に記録された場合にも実行される。そして、金融資産が預け入れられてから
第３設定時間が経過して預入期間が終了するまで続く。
【００５５】
　第１シフト部１６０は、判定部１５０によって交換条件を満たしていると判定された場
合には、資産記憶領域５３０に記録された外貨資産を円貨資産にシフトする。この処理は
、図５に示すステップＳ２２３に対応する。
【００５６】
　第２シフト部１７０は、第１シフト部１６０によって外貨資産から円貨資産にシフトさ
れてから、第２設定時間が経過すると、資産記憶領域５３０に記録された円貨資産を外貨
資産にシフトする。この処理は、図５に示すステップＳ２３１、２４３に対応する。なお
、これによって外貨資産が資産記憶領域５３０に記録された場合にも、上記の判定部１５
０における処理が実行される。
【００５７】
　変更部１９０は、金利優先設定がある場合に用いられる機能であって、判定部１５０に
よって交換条件を満たしていないと判定された場合であり、かつ、金利条件を満たす通貨
（この例では、外貨）の種類があると判定した場合に、外貨資産を、金利条件を満たす別
の種類の通貨に変更（シフト）する。この処理は、図５に示すステップＳ２７３に対応す
る。以上が、金融資産管理システム１における機能構成の説明である。
【００５８】
＜第２実施形態＞
　第１実施形態においては、金利優先設定がある場合に外貨資産を円貨資産にシフトする
交換条件が満たされなかった場合に、金利条件を満たす外貨の種類があれば、その外貨の
種類に変更するようにシフトしていた。すなわち、中間満期に到達するときに、外貨の種
類が変更される場合があった。第２実施形態では、各通貨の金利を監視し、中間満期に到
達しなくても金利条件を満たす外貨の種類がある場合には、外貨の種類を変更する。
【００５９】
　図８は、本発明の第２実施形態における金利監視処理を示すフローチャートである。上
述したシフト処理において、金融資産が外貨資産である期間において、各通貨の金利を監
視する処理（金利監視処理）が並行して処理される。
【００６０】
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　制御部１１は、この処理が開始されてから円貨にシフトされた場合（ステップＳ５０１
；Ｙｅｓ）には金利監視処理を終了する。一方、制御部１１は、円貨にシフトされていな
い場合（ステップＳ５０１；Ｎｏ）、すなわち外貨資産のままである場合には、金利条件
を満たす外貨の種類があるか否かを判定する（ステップＳ５０３）。金利条件を満たす外
貨とは、第１実施形態と同様に、現在の資産としての外貨の種類（外貨Ａ）と、その他の
外貨の種類とにおいて金利を比較し、外貨Ａの金利よりも予め決められた設定値（例えば
、１％）以上高い金利を有する外貨を示す。この設定値についても、上述した資産運用設
定画面において、顧客が運用方針の１つの条件として指定できるようにしてもよい。
【００６１】
　制御部１１は、金利条件を満たす外貨の種類がないと判定した場合（ステップＳ５０３
；Ｎｏ）には、ステップＳ５０１の処理に戻る。
【００６２】
　一方、制御部１１は、金利条件を満たす外貨の種類があると判定した場合（ステップＳ
２５０３；Ｙｅｓ）には、外貨資産を、金利条件を満たす別の種類の外貨に変更（シフト
）し（ステップＳ５０５）、資産管理情報に登録する。そして、制御部１１は、ステップ
Ｓ５０１の処理に戻る。
【００６３】
＜変形例＞
　以上、本発明の実施形態およびその実施例について説明したが、本発明は以下のように
、様々な態様で実施可能である。
【００６４】
（１）上述した実施形態において、制御部１１は、円貨資産を外貨資産にシフトする際に
、複数種類の外貨から、それぞれの外貨に対応する金利に基づいて外貨の種類を選択する
ようにしてもよい。外貨の種類は、例えば、金利の高い外貨としてもよい。なお、選択さ
れる外貨の種類は、資産運用設定画面などにより予め設定された種類の中から選択される
ようにしてもよい。
【００６５】
（２）上述した実施形態では、金融資産として円貨資産および外貨資産を例示したが、金
利のようなインカムゲインを生じる金融資産であれば、他の資産であってもよい。例えば
、外貨資産に代わる金融資産は、株また不動産であってもよい。株であれば、交換レート
に株価が対応し、金利に配当が対応する。また、第１金融資産の種類として、通貨の種類
を例示した。株であれば、第１金融資産の種類として、株を発行した会社に対応する。
【００６６】
（３）上述した実施形態では、管理サーバ１０の機能構成は、条件登録部１１０、資産記
録部１３０、判定部１５０、第１シフト部１６０、第２シフト部１７０、および変更部１
９０を含んでいたが、必ずしも全ての構成を含む場合に限らない。例えば、管理サーバ１
０は、条件登録部１１０、資産記録部１３０および判定部１５０を含む構成であってもよ
い。この場合、判定部１５０の判定結果は、別の装置において用いられてもよい。別の装
置における処理は、第１シフト部１６０、第２シフト部１７０、および変更部１９０に相
当する処理でなくてもよい。例えば、判定結果が、顧客への通知に用いられてもよいし、
金融取引に用いられてもよい。もちろん、管理サーバ１０は、条件登録部１１０、資産記
録部１３０および判定部１５０に対して、第１シフト部１６０を含む構成であってもよい
。そして、管理サーバ１０は、さらに第２シフト部１７０を含む構成であってもよい。
【００６７】
（４）上述した第２実施形態における金利監視処理は、第１実施形態での金融資産管理方
法における処理と並行するものに限られない。例えば、所定の種類の通貨として預け入れ
られた金融資産を、あらかじめ設定された期間が終了するまで、金利監視処理の方法を用
いて通貨の種類を変更していくようにしてもよい。この場合には、条件登録部１１０は、
金融資産に対応する金利（インカムゲイン）に関する金利条件を条件記憶領域に登録する
。資産記録部１３０は、預け入れされた通貨を資産記憶領域に記録する。判定部１５０は
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、所定時間毎に、複数種類の金融資産のインカムゲインのうち資産記憶領域に記憶された
通貨に対応する金利に対して、金利条件を満たす通貨の種類が存在するか否かを判定する
。変更部１９０は、金利条件を満たす通貨が存在する場合に、資産記録領域に記憶された
通貨を、金利条件を満たす通貨の種類に変更（シフト）する。一方、この例では、第１シ
フト部１６０および第２シフト部１７０は不要とすることもできる。
【００６８】
（５）上述した実施形態において、中間満期までの時間（第１設定時間、第２設定時間）
は、１か月を例示した。この時間は、１か月、１日といった単位ではなく、１時間、１分
、１秒といったさらに短い時間単位であってもよい。
【００６９】
（６）上述した実施形態において、運用対象の通貨の種類のうち金利条件を満たす別の種
類の通貨を選択して、選択した種類の通貨に変更するように外貨資産をシフトする変更処
理を行っている。このときの運用対象の通貨の種類は、予め設定されていてもよいし、顧
客が運用方針の１つの条件として指定できるようにしてもよい。なお、直近の１か月の交
換レートが、予め設定された下落率よりも大きい通貨の種類については、運用対象から除
外されるように条件が決められてもよい。このようにすると、金利が高くても通貨自体の
価値の喪失によって結果として大きな損失を被るリスクを低減することができる。
【００７０】
（７）金融資産管理システム１による資産運用を行うときには、通常の定期預金に適用さ
れる金利よりも上乗せするようにしてもよい。このとき、金利の上乗せは、円貨資産およ
び外貨資産の双方に対して適用されてもよいし、いずれ一方（例えば円貨資産）に対して
のみ適用されてもよい。
【符号の説明】
【００７１】
１…金融資産管理システム、１０…管理サーバ、１１…制御部、１３…通信モジュール、
５０…顧客データベース、７０…取引サーバ、８０…通信端末、１１０…条件登録部、１
３０…資産記録部、１５０…判定部、１６０…第１シフト部、１７０…第２シフト部、１
９０…変更部、５１０…条件記憶領域、５３０…資産記憶領域
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